
○
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
九
号

砂
糖
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
九
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
植
付

け
さ
れ
る
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
か
ん
し
ょ
に
係
る
で
ん
粉
原
料
用
い
も
交
付
金
の
単
価
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で

、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地

域
（
以
下
単
に
「
指
定
地
域
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
か
ん
し
ょ
に
係

る
で
ん
粉
原
料
用
い
も
交
付
金
の
単
価
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
地
域
ご
と
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
品
種
ご
と

に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

指
定
地
域

品
種

単
価



茨
城
県
及
び
千
葉
県
の
区
域

ア
リ
ア
ケ
イ
モ
、
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
、
コ
ナ
ホ
マ

一
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

レ
、
サ
ツ
マ
ス
タ
ー
チ
、
シ
ロ
サ
ツ
マ
、
ダ
イ
チ

二
四
、
一
五
〇
円

ノ
ユ
メ
及
び
ハ
イ
ス
タ
ー
チ

サ
ツ
マ
ア
カ
、
シ
ロ
ユ
タ
カ
、
タ
マ
ユ
タ
カ
、
農

一
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

林
一
号
、
農
林
二
号
及
び
ミ
ナ
ミ
ユ
タ
カ

一
九
、
八
五
〇
円

そ
の
他
の
品
種

一
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

一
五
、
五
五
〇
円

宮
崎
県
及
び
鹿
児
島
県
の
区
域

ア
リ
ア
ケ
イ
モ
、
コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
、
コ
ナ
ホ
マ

一
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

レ
、
サ
ツ
マ
ア
カ
、
サ
ツ
マ
ス
タ
ー
チ
、
シ
ロ
サ

二
五
、
九
六
〇
円

ツ
マ
、
シ
ロ
ユ
タ
カ
、
ダ
イ
チ
ノ
ユ
メ
、
ハ
イ
ス

タ
ー
チ
及
び
ミ
ナ
ミ
ユ
タ
カ

そ
の
他
の
品
種

一
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

二
四
、
一
五
〇
円


